
労働者派遣事業に係わる情報提供 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項の規定に従い、下

記事業所における労働者派遣事業に係わる情報をお知らせいたします。 

 

※派遣労働者の実績なし 

事業所の名称 株式会社 JMC 相模原オフィス 

 〒 252-0231 

事業所の所在地 神奈川県相模原市中央区相模原 4－8－19 JMC 相模原ビル 

1 派遣労働者の数 (対象期間：2024/3/1～2025/2/28)  

派遣労働者の数 （2025 年 6 月 1 日付け） 0 （人） 

雇用安定措置を講じた人数 0 （人） 

2 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 (対象期間：2024/3/1～2025/2/28)  

派遣先の実数 （事業年度あたりの事業所数） 0 （件） 

3 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 (対象期間：2024/3/1～2025/2/28)  

労働者派遣に関する料金の額の平均額 （1 日 8 時間あたりの額） 0 （円） 

派遣労働者の賃金の額の平均額 （1 日 8 時間あたりの額） 0 （円） 

マージン率   （％） 

※派遣労働実績がないため、マージン率なし。 


